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 ○発生状況と今後の対応  

 

 １２月２４日  ・宮城県の養豚農場において豚熱を疑う事例が発生し、検査を行っている旨、宮城県から本県

に連絡があった。  

・直近２１日以内に当該農場から県内の２農場（川越市、上里町）へ、人工授精用精液の出荷

があることが確認された。 

・当該２農場に確認したところ、川越市の農場は 8 頭、上里町の農場は７頭の雌豚に、この精

液を使用して人工授精を行ったことが判明した。 

    ２５日  

  

・国が実施した検査により、宮城県の農場について豚熱の患畜の発生が確認された。 

・国の防疫指針に基づき、宮城県の発生農場から直近 21 日以内に導入した精液を使用し、人

工授精を行った県内 2 農場の豚についても疑似患畜と確定した。   

 今後の対応  ・当該 2 農場の疑似患畜（計 15 頭）の殺処分と汚染物品の埋却、及び農場の消毒を実施。 

・当該 2 農場に対し、農場の防疫措置完了から 28 日経過した後に実施する豚熱検査で陰性を

確認するまでの間、毎日、死亡頭数などの報告を求め、豚等の移動制限を実施。 

・なお、今回の発生農場は宮城県の発生に伴う疫学関連農場であるため、周辺農場の移動制限

は行わない。 



 


